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(57)【要約】
眼鏡着用者でも使用中に違和感を覚えることがなく、し
かも、既存の眼鏡のテンプルやモダンに、その形状を問
わず装着して使用し得る骨伝導スピーカを用いた受話装
置を提供することを課題とするものであって、骨伝導ス
ピーカ１と、前記骨伝導スピーカ１を眼鏡のつるに脱着
可能にするための固定手段とから成り、前記骨伝導スピ
ーカ１は、眼鏡装着時において常時耳珠の少し前部分に
当接するように付勢される。前記固定手段は、眼鏡のつ
るを挿入するためのチューブ部材２であり、前記骨伝導
スピーカ１は、前記チューブ部材２のつる挿入端け近に
固定された軸部４に、ネジリコイルバネを介して取り付
けられることにより付勢される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
骨伝導スピーカと、前記骨伝導スピーカを眼鏡のつるに脱着可能にするための固定手段と
から成り、前記骨伝導スピーカは、眼鏡装着時において常時耳珠の少し前部分に当接する
ように付勢されることを特徴とする骨伝導スピーカを用いた受話装置。
【請求項２】
前記固定手段は眼鏡のつるを挿入するためのチューブ部材であり、前記骨伝導スピーカは
、前記チューブ部材のつる挿入端付近に固定された軸部に、ネジリコイルバネを介して取
り付けられることにより付勢される請求項１に記載の骨伝導スピーカを用いた受話装置。
【請求項３】
前記固定手段は、側頭部に当接する平坦部を有していて眼鏡のつるに嵌め付けられる回り
止め部材であり、前記骨伝導スピーカは、前記回り止め部材に固定された軸部に、ネジリ
コイルバネを介して取り付けられることにより付勢される請求項１に記載の骨伝導スピー
カを用いた受話装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は骨伝導スピーカを用いた受話装置、より詳細には、眼鏡着用者のための骨伝導
スピーカを用いた受話装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　受話装置として一般に用いられているイヤホンは、音圧スピーカから発生される音を空
気振動によって人間の鼓膜へ伝えるもので、先端部が外耳道内に挿入され、外耳道を塞い
だ状態で使用される。
　上記のようなタイプのイヤホンの使用時には、外耳道が閉塞されるために周囲の音が聞
き取り難くなり、車両の運転中に危険が伴ったり、会話の際に無意識に声が大きくなった
りしてしまうといった不都合がある。また、高温多湿の環境では、外耳道内が蒸れるため
に不快感を伴い、衛生面においても好ましくない。
　外耳道を塞がずに音を聞く手段として、耳介の一部を挟持するタイプ、頭頂又は首に回
るバンドに取り付けるタイプ等の骨伝導スピーカを用いた受話装置があるが、このような
タイプの骨伝導スピーカを用いた受話装置の場合は、眼鏡着用者が使用する場合には、眼
鏡のつるのテンプル部分やモダン部分（セル先）に接触して違和感を覚えたり、最悪の場
合には、眼鏡がズレたりして同時に使用することさえ困難になることもある。
　そこで、眼鏡着用者を対象とした受話装置として、特開２００５－１５１２９２号公報
（特許文献１）のように、骨伝導スピーカを眼鏡のつるに固定するものが提案されている
。この特許文献１に開示されるようなタイプのものは、眼鏡のつるの先端に骨伝導スピー
カを取り付けるか、又は眼鏡のつるの一部を骨伝導スピーカとするものであり、前者の場
合は、モダンの形状によっては、骨伝導スピーカの振動面が所望の場所に当接するとは限
らず、激しい動きによって外れてしまう可能性も高く、実用的ではないという問題がある
。また、後者の場合は、眼鏡のつるの一部を骨伝導スピーカにすること自体特殊な構造と
なるために高コストとなり、眼鏡自体のデザインも制限を受けるという問題がある。
【特許文献１】特開２００５－１５１２９２号公報
【特許文献２】特許第３５５６１５１号公報
【発明の開示】
【０００３】
　本発明は、上記従来の骨伝導スピーカを用いた受話装置を眼鏡着用者が使用する場合に
おける問題点に鑑みてなされたもので、骨伝導スピーカを用いた受話装置でありながら、
眼鏡着用者でも使用中に違和感を覚えることがなく、しかも、既存の眼鏡のテンプルやモ
ダンに、その形状を問わず装着して使用し得る骨伝導スピーカを用いた受話装置を提供す
ることを課題とする。
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　上記課題を解決するための請求項１に記載の発明は、骨伝導スピーカと、前記骨伝導ス
ピーカを眼鏡のつるに脱着可能にするための固定手段とから成り、前記骨伝導スピーカは
、眼鏡装着時において常時耳珠の少し前部分に当接するように付勢されることを特徴とす
る骨伝導スピーカを用いた受話装置である。
　上記課題を解決するための請求項２に記載の発明は、前記固定手段は、眼鏡のつるを挿
入するためのチューブ部材であり、前記骨伝導スピーカは、前記チューブ部材のつる挿入
端付近に固定された軸部に、ネジリコイルバネを介して取り付けられることにより付勢さ
れるというものである。
　また、上記課題を解決するための請求項３に記載の発明は、前記固定手段は、側頭部に
当接する平坦部を有していて眼鏡のつるに嵌め付けられる回り止め部材であり、前記骨伝
導スピーカは、前記回り止め部材に固定された軸部に、ネジリコイルバネを介して取り付
けられることにより付勢されるというものである。
［発明の効果］
　本発明は上記構成であって、眼鏡のモダンやテンプルに直接取り付けて使用するため、
モダンやテンプルに接触して眼鏡がズレたりすることがなく、快適に長時間使用すること
ができ、しかも、眼鏡のテンプルやモダンの形状に関わらず、既存の眼鏡に取り付けて使
用することができて汎用性が高く、骨伝導スピーカは、常に耳珠より少し前方の頭骨部分
に接触するように付勢されるため、骨伝導スピーカの特性を損なうことなく明暸に受話で
きるといった効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態につき、添付図面に依拠して説明する。本発
明に係る骨伝導スピーカを用いた受話装置は、骨伝導スピーカ１と、骨伝導スピーカ１を
眼鏡のつるに脱着可能にするための固定手段とから成る。
　先ず、図１及び図２に示される第１の実施例について説明する。この第１の実施形態に
おける固定手段は、眼鏡のつる（通例、モダン２１と呼ばれるセル先部分）を挿入するた
めのチューブ部材２である。チューブ部材２は、ゴム又は樹脂製の適度に伸縮性のあるも
ので、通例、モダン２１を挿入する側のみ開口され（モダン挿入口３）、モダン２１の如
き折曲形状とされる。
　骨伝導スピーカ１は、モダン挿入口３付近に固定された軸部４を介し、チューブ部材２
に対して回動可能に設置される。例えば、軸部４は樹脂製であって、チューブ部材１に一
体化されて回動することのない固定部５と、固定部５に回動可能に軸支される回動部６と
から成り、骨伝導スピーカ１は、回動部６に一体化される。
　例えば、固定部５は２つに分かれ、その間に回動部６を挟み、一方の固定部５から回動
部６を貫いて他方の固定部５に支軸７を通し、この支軸７を軸に回動部６が回動し得るよ
うにされる（図３参照）。
　そして、回動部６内にネジリコイルバネ８が、支軸７に巻装するように配設される。ネ
ジリコイルバネ８の一端８ａは、回動部６から出て、チューブ部材２の下面肉厚部２ａ内
に臨んでそこに固定され、その他端８ｂは、回動部６内に固定される。
　かくして骨伝導スピーカ１は、無負荷状態において、ネジリコイルバネ８によってチュ
ーブ部材２に対して傾斜状態に保持され（図３）、使用に際して骨伝導スピーカ１は、頭
側面に当たって押されても、常時コイルバネ８の作用で復帰しようとするため、骨伝導ス
ピーカ１は、常時適圧にて頭側面の耳珠２３の少し前部分に当接する（図２）。
　骨伝導スピーカ１は、回動部６と一体化されるケース９と、ケース９内に収装される骨
伝導スピーカ本体１０とから成る。なお、骨伝導スピーカ本体１０には、その駆動コイル
に音声信号やオーディオ信号を入力するためのリード線１１が接続され、該リード線１１
はケース９から出される。
　次に、図４及び図５に拠って、第２の実施形態について説明する。この第２の実施形態
は、骨伝導スピーカ固定手段を、側頭部に当接する平坦部１５を有していて眼鏡のつるに
嵌め付けられる回り止め部材１４としたものである。回り止め部材１４は樹脂製、木製又
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は金属製で、垂直平坦部１５に続く湾曲部１６を有する。湾曲部１６の端部と垂直平坦部
１５との間の隙間１７は拡開可能であって、そこを拡げてモダン２１、あるいは、テンプ
ル２２を嵌め入れることにより、回り止め部材１４を眼鏡のつるに固定する。
　この第２の実施形態の場合、固定部５は湾曲部１６の底面の肉厚部１６ａに、一体成形
又は接着により固定され、ネジリコイルバネ８の一端８ａは、回動部６から出て肉厚部１
６ａ内に臨み、そこに固定される。その他の構成は第１の実施形態と同じである。
　第２の実施形態の作用は第１の実施形態の場合と同様で、骨伝導スピーカ１は、無負荷
状態において、ネジリコイルバネ８によって回り止め部材１４に対して傾斜状態に保持さ
れ（図５）、使用に際して骨伝導スピーカ１は、頭側面に当たって押されても、常時コイ
ルバネ８の作用で復帰しようとするため、骨伝導スピーカ１は、常時適圧にて頭側面の耳
珠２３の少し前部分に当接する（図４）。
　この発明をある程度詳細にその最も好ましい実施形態について説明してきたが、この発
明の精神と範囲に反することなしに広範に異なる実施形態を構成することができることは
明白なので、この発明は添付請求の範囲において限定した以外はその特定の実施形態に制
約されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　第１図は、本発明に係る骨伝導スピーカを用いた受話装置の第１の実施形態を示す図で
ある。
　第２図は、本発明に係る骨伝導スピーカを用いた受話装置の第１の実施形態の使用状態
を示す図である。
　第３図は、図１におけるＡ－Ａ線拡大断面図である。
　第４図は、本発明に係る骨伝導スピーカを用いた受話装置の第２の実施形態の使用状態
を示す図である。
　第５図は、図４におけるＢ－Ｂ線拡大断面図である。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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